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  １月末から２月初旬にかけ小学校３校と中学校

では来年度の新入学児童生徒入学説明会が実施さ

れています。新年度を迎えるにあたり、どの学年

にも関係することをいくつかお知らせいたします。 

 

就学援助制度について 

伊勢崎市では、経済的に困難な家庭に対して、

就学援助制度を実施しています。給食費をはじめ

学用品費や修学旅行費などの学校生活で必要な経

費を援助するものですが、毎年度申請する必要が

あります。「就学援助費のお知らせ」はすでに中学

３年生以外の全家庭に配布しました。来年度「就

学援助費」の受給を希望する場合には、各学校か

ら配布された「就学援助制度のお知らせ」をよく

読んで「令和６年度準要保護児童生徒就学援助費

申請書兼世帯票」に世帯全員の状況を記入して、

２月２９日（木）までに各学校へご提出ください。 

提出された申請書について世帯の所得状況や家

庭状況等を教育委員会が審査し、認定の可否を決

定いたします。認定結果については、６月末まで

に通知される見込みです。 

 なお、現在認定されているご家庭で来年度も引

き続き援助を希望する場合にも、申請書の提出が

必要となります。４月以降も申請を受け付けます

が、その場合は申請を提出した日に応じた年度途

中からの認定となりますので、ご注意ください。 

４月からの給食費について 

令和６年度の給食費の月額及び振替日について、

大きな変更はない予定です。 

 給食費月額は小学校 3,700 円、中学校 4,500 円

(中学校は 3 月のみ 3,500 円)です。 

※口座振替日は毎月末です。（土日の場合は翌営業

日）｡ 12 月分の口座引落日は 12/25 です。振替不

能とならないよう、前日までに残高の確認をお願

いします。 

 また、あずま地区の小学校（あずま小、あずま南

小、あずま北小）からあずま中へ進学するお子様

については、現在の口座を引き続き使用します。 

引き落とし口座を変更したい方や未登録の方は、

いつでも登録の手続きができます。登録用紙は学

校にありますので、各学校までお問い合わせくだ

さい。 

※給食費が振替不能の場合 

各種金融機関の他、新たにコンビニエンススト

アと PayPay、LINE Pay で払い込めます。PayPay

と LINE Pay の支払いでは、支払証明書がでませ

んので、ご承知おきください。 

 

 

 

年度末を迎えるにあたって 

★転居による手続きについて 

 年度末は転勤等で引っ越しが多い時期になりま

す。お子さんが転校する場合は、在籍校で作成し

た書類を転学先学校に提出していただく等諸手続

がありますので、早めに各学校までご連絡くださ

い。 

★教科書について 



 教科によっては、学年が新しくなっても引き続

き使用する教科書があります。来年度も使用する

教科書については、各自で大切に保管してくださ

い。 


